
様式② 

- 1 - 
 

オハナゆめキッズハウス南流⼭ 重要事項説明書 

 

事業所の⽬的及び運営の⽅針 

（１）運営主体（事業者の概要） 

事業者の名称 株式会社マザープラネット 

事業者の所在地 

千葉県柏市若柴 178 番地 4 柏の葉キャンパス 148 街区 1 

パ ー ク シ テ ィ 柏 の 葉 キ ャ ン パ ス ザ ・ ゲ ー ト タ ワ ー ウ エ ス ト

3F 

電話番号 04-7189-8653 

代表者⽒名 代表取締役 藪本敦弘 

 

（２）事業所の概要 

種別 流⼭市⼩規模保育事業（A 型） 

名称 オハナゆめキッズハウス南流⼭ 

所在地 
千葉県流⼭市南流⼭市 4 丁⽬ 13 番⽬ 8 号 

MOM-HOUSE 1F  

連絡先 
TEL 04-7197-7642 

FAX 04-7197-7644 

管理者⽒名 江⼝⼀江 

開設年⽉⽇ 2016 年 10 ⽉ 1 ⽇ 

利⽤定員 

０歳児 １歳児 ２歳児 合計 その他 

3 ⼈  8 ⼈ 8 ⼈ 19 ⼈ 弾⼒化あり 

※受⼊⽉齢 ⽣後 57 ⽇から 

当園の基本理念 

運営⽅針 

＜保育理念＞ 

◆保護者とその多様性に寄り添い、共に⼦どもを育みます 

◆チャレンジ精神と⾃⼰肯定感に満ち溢れた⼦どもを 

育みます 

◆五感に働きかけ豊かな感性を持つ⼦どもを育みます 
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＜私たちの保育（保育⽅針）＞ 

五感に働きかける⼦ども主体のチャレンジ保育 

⼦どもが安⼼してチャレンジできる「第⼆の家庭」 

◆⼦どもの「できた︕」をみんなで楽しみます 

◆遊びと⽣活の中で⼦どもの五感を意識した保育を 

提供します 

◆ 挑 戦 す る こ と を通し ⼦ ど も に 「良い失敗」 を ど ん ど ん 

経験してもらいます 

◆第⼀の保育者である保護者に寄り添う意識を⼤切に 

します 

 

＜保育⽬標（⽬指す⼦どもの姿）＞ 

◆⾃ら考える⼦ども 

◆興味関⼼があふれる⼦ども 

◆豊かな感性をもつ⼦ども  

◆失敗を恐れずチャレンジする⼦ども 

◆⾃分も相⼿も⼤切にできる⼦ども 

 

（３）提供する保育の内容 

⼦ども・⼦育て⽀援法、その他関係法令等を遵守し、保育所保育指針に基づき運営

し⼦どもの⼼⾝の状況等に応じて保育提供を⾏う  
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【年間⾏事予定】 

⽉ ⾏事内容  

 4 ⽉ ⼊園・進級お祝い会 ★保護者懇談会 こどもの⽇（GW 前実施） 

 5 ⽉ 引き渡し訓練（降園時） 

 6 ⽉ ★保育参加／参観  ⻭科健診  内科健診（1 回⽬） 

 7 ⽉ 七⼣会 

 8 ⽉ ★夏祭り ★個⼈⾯談  

 9 ⽉ 運営委員会 

10 ⽉ ★運動遊び会 ★引き渡し訓練  ハロウィン 

11 ⽉ 姉妹園交流会 (2 歳児 )  

12 ⽉ ★クリスマス会 もちつき会 

 1 ⽉ 鏡開き 内科健診（2 回⽬） 

 2 ⽉ 節分  ★保育参加・保護者懇談会 運営委員会 卒園遠⾜(2 歳児 )  

 3 ⽉ ★卒園式 (2 歳児 )  

★印は保護者参加型⾏事の予定です。  

※避難訓練・⾝体測定・誕⽣会は毎⽉実施します。  

※⾏事は現時点での予定です。今後変更することがあります。  

※園外保育等は随時お知らせいたします。  

※⾏事予定は、毎⽉発⾏する園だよりや連絡帳アプリ等でもご案内いたします。  

 

（４）施設の概要  

園舎敷地 
構造  ⽊造  3 階建 1 階  準耐⽕構造、耐震構造  

延べ床⾯積  108 .73 ㎡  

 

（５）主な設備の概要 

設備  部屋数  備考  

乳児室およびほふく室  1 か所 10 .00 ㎡  

保育室  2 室  1 歳児 :30 .56 ㎡  2 歳児 :18 .56 ㎡  

沐浴室  1 か所  

調理室  1 室   

トイレ 1 か所 ⼦ども⽤ 3 つ、⼤⼈⽤１つ 

事務スペース 1 か所  
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（６）職員体制（最⼤定員時） 

職種 ⼈数  常勤  ⾮常勤  備考  

園⻑  １⼈  １⼈  0 ⼈  有資格者 

保育⼠(主任含む)  6 ⼈  5 ⼈  1 ⼈  有資格者 

保育補助者 

（⼦育て⽀援員）  
0 ⼈  0 ⼈  0 ⼈  必要に応じて補助者を配置  

調理員 2 ⼈  0 ⼈  2 ⼈   

嘱託医  2 ⼈  0 ⼈  2 ⼈  ⼩児科、⻭科  

事務員 1 ⼈  0 ⼈  1 ⼈   

この他、必要に応じその他の職員を置くことができる 

 

（７）利⽤定員ごとの提供する⽇及び時間並びに提供を⾏わない⽇ 

 ⽉曜⽇〜⼟曜⽇ 

開所時間  ⽉曜⽇〜⼟曜⽇ 
7 時 00 分〜2０時 00 分  
（⼟曜⽇のみ 18 時まで） 

標準保育認定 
保育時間  ⽉曜⽇〜⼟曜⽇ 7 時 00 分〜18 時 00 分  

延⻑保育 ⽉曜⽇〜⾦曜⽇ 18 時 01 分〜20 時 00 分  

短時間保育認定 

保育時間  ⽉曜⽇〜⼟曜⽇ 8 時 00 分〜16 時 00 分  

延⻑保育 ⽉曜⽇〜⼟曜⽇ 
7 時 00 分〜7 時 59 分  
16 時 01 分〜20 時 00 分  
（⼟曜⽇のみ 18 時まで） 

休業⽇ 
⽇曜・祝⽇ 

年末年始（12 ⽉ 29 ⽇〜1 ⽉ 3 ⽇） 

※⼟曜保育は連携施設である「オハナゆめ保育園」にて⾏います。  

 ご利⽤の際は、直接オハナゆめ保育園までお越しください。  
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（８）利⽤料等（⾮課税） 

⽉額保育料  
⽗⺟（保護者）の市⺠税所得割額それぞれを合算したものに 

基づき、算定されます。  

延⻑保育料  

標準保育認定 
18 時 01 分〜19 時 00 分  100 円/30 分  

19 時 01 分〜20 時 00 分  300 円/30 分  

短時間保育認定 

7 時 00 分〜7 時 59 分  延⻑保育料不要  

16 時 01 分〜19 時 00 分  100 円/30 分  

19 時 01 分〜20 時 00 分  300 円/30 分  

※延⻑保育ご利⽤の際は延⻑保育料がかかります 

 

【保育料以外にかかる諸経費】 

項⽬ ⾦額  

カラー帽⼦ 1 ,100 円  

コットベッドカバー 2 ,200 円  

その他⾏事費等  バス代、⼊場料等は実費請求  

※諸経費の内容・⾦額は、年齢により異なります 

 

 

（９）⽀払⽅法 

⽀払い⽅法  ⇒毎⽉ 20 ⽇に指定の銀⾏より⼝座振替(⼟⽇祝⽇の場合は翌営業⽇ )  

       ・⽉極保育料︓当⽉分当⽉払い 

       ・延⻑保育料︓⽉末締めにて翌⽉払い 
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（１０）利⽤の開始及び終了に関する事項及び利⽤に当たっての重要事項 

利⽤者の開始  
流⼭市からの利⽤調整結果通知後、園にて⾯接および 

利⽤契約を実施し、健康診断票等の提出をもって内定 

終了に関する事項  

・保護者から退園の申出があったとき 

・利⽤継続が不可能であると園が認めたとき 

・その他、利⽤継続の重⼤な⽀障⼜は困難が⽣じたとき 

次のいずれの場合も、退園となる 

①  保育必要事由なし（家庭保育可能） 

②  2 号認定児が 1 号認定児へ変更となる場合（2 号認定児と

しての利⽤は終了） 

③  幼稚園等の別施設へ⾏く  

④  流 ⼭ 市外へ転出す る場合 （継続利 ⽤ で も 、 流 ⼭ 市⺠と し

ての利⽤は終了） 

※⽉途中の転出でも、その⽉中は利⽤可能  

⑤  その他、事情により利⽤終了  

利⽤に当たっての 

留意事項  

別紙にて参照  

 

（１１）嘱託内科医 

医療機関の名称 医療法⼈社団愛友会 千葉愛友会記念病院  

医師名 ⼩児科医  根津  櫻⼦ 

所在地 千葉県流⼭市鰭ヶ崎 1－1 

電話番号 04-7159-1611 

 

（１２）嘱託⻭科医 

医療機関の名称 伊藤⻭科医院  

医院⻑名 伊藤  仁美  

所在地 千葉県流⼭市南流⼭ 1 丁⽬ 12-4 

電話番号 04-7159-0175 
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（１３）連携施設概要 

種別 流⼭市認可保育事業 

名称 オハナゆめ保育園 

所在地 千葉県流⼭市中 116 番地の 1 

連絡先 
TEL 04-7170-0895 

FAX 04-7170-0896 

管理者⽒名 藪本佐紀⼦ 

開設年⽉⽇ 2020 年 4 ⽉ 1 ⽇ 

利⽤定員 

0 歳児 １歳児 ２歳児 3 歳児 4 歳児 5 歳児 合計 

６⼈  20 ⼈ 20 ⼈ 24 ⼈ 25 ⼈ 25 ⼈ 120 ⼈ 

※受⼊⽉齢 ⽣後 57 ⽇から 

※弾⼒化あり 

保育内容の⽀援  

・連携施設の施設開放  

・連携施設による保育内容や家庭⽀援等にいての相談・助⾔  

・相互の⾏事への参加  

代替保育の提供 

家庭的保育事業所等の職員が病気等により保育を提供 

できない場合に連携施設が代わって保育を提供する（代替  

保育⼠の派遣または当該連携施設での保育の提供） 

卒園後の受⽫  
家庭的保育事業所等卒園児童を当該連携施設にて 

受け⼊れる 

 

その他 

連携施設の名称 

・平和台保育所 

・南流⼭保育園ひびき 

・城の星保育園 

・キッズラボ南流⼭認定こども園 

・ありす南流⼭保育園 

・「こころの花」ほいくえん南流⼭駅前  

・流⼭市⼩規模保育連絡協議会が包括連携協定を 

結んでいる施設 

・平和台幼稚園 

・南流⼭幼稚園 

連携内容  卒園後の受け⽫としての⽀援  
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（１４）緊急時における対応⽅法 

職員は、⼦ども⼀⼈ひとりを⼗分に理解すると共に、健全な発達を遂げる為に必要な環境

を整備し、いつでも事故が⽣じる可能性があることを念頭において、保育園全体で事故予

防対策に取り組む。どのような状況でも適切に応じられるように、事故を発⽣させる可能

性があると思われる問題を事前に検証し、リスクが現実に被害をもたらすことがないよう

にするための⽅策として、以下の管理体制で対応する。 

・リスクマネジメント委員会（感染・事故・防災・アレルギー）・防災訓練 ・苦情対応 

また緊急時における対応や事故が起こらないようにする為に、以下の研修やチェック 

シートを⽤いて、保育⼠の知識や情報を⾼めていく。 

・リスクマネジメント研修 

すでに起こってしまった事故の損害を最⼩限にする⽅策、⼆次的損害を防⽌する⽅策も 

合わせて考えていく。 

 

【管轄する消防署】  

消防署名 流⼭市消防本部  

所在地 千葉県流⼭市三輪野⼭ 1 丁⽬ 994 

電話番号 04-7158-0119 

 

【管轄する警察署】  

警察署名 流⼭警察署  

所在地 千葉県流⼭市おおたかの森⻄ 3 丁⽬ 744-4 

電話番号 04-7159-0110 
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（１５）⾮常災害対策 

防⽕管理者 江⼝⼀江 

避難訓練  

通報訓練︓年 1 回  

避難・救出訓練︓年 12 回  （⽕災・震災・不審者対策等） 

消⽕訓練︓年 12 回  

⽔防訓練︓年 1 回  

防災設備  消⽕器、誘導灯、⽕災報知器、⾮常⼝、⾮常⾷  

避難場所 

第⼀避難場所 鰭ヶ崎⼩学校  

第⼆避難場所 鰭ヶ崎⼩学校グラウンド  

広域避難場所 流⼭市総合運動公園 

緊急時の連絡⼿段  

・緊急時等の 連 絡は、 連 絡帳アプリ経由に て⾏う。必要に 

応じて電話やメール等も活⽤する。  

・災害時には電話連絡が取れない事が想定されるので、 

災害⽤伝⾔ 171 にて通知する。  

 

（１６）相談・要望・苦情窓⼝ 

相 談 ・ 苦 情

受付担当者 
江⼝⼀江 

オハナゆめキッズハウス 

南流⼭ 施設⻑  
TEL  04-7197-7642 

相 談 ・ 苦 情

解決責任者 
藪本敦弘 

株式会社マザープラネット  

代表取締役 
TEL 04-7189-8653 

第三者委員 
宮本修  

⽥中由美  

流⼭市⺠⽣委員 

NPO 法⼈なこっこ代表理事 

TEL 090-1046-2797 

TEL  090-6056-8784 
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【要望・苦情等への対応⽅法】 

１．窓⼝対応時間  平⽇ 10 時 00 分〜17 時 00 分  

２．対応⽅法等  

  苦情受付から解決までの⼿続きについて 

  （受付窓⼝からその対応策について） 

１）苦情解決責任者は当社代表取締役とし、苦情受付担当者は当園施設⻑とする。  

２）以下の流れで苦情受付から報告までを⾏う。  

  （１）利⽤者及び家族、周辺住⺠等からの苦情の受付  

  （２）苦情内容・意向等の確認と記録  

  （３）受けた苦情及びその改善状況等を苦情解決責任者等へ報告実施  

  （４）必要に応じて改善状況等については市へ報告を実施  

３．必要に応じて、第三者の視点から幅広く苦情解決に向けて検討する。  

  社会性や客観性、利⽤者の⽴場や特性に配慮した適切な対応を推進する。  

  苦情解決を円滑・円満に図る有識者に委託する。  

 

（１７）賠償責任保険の加⼊状況 

保険の種類  保険の内容  

賠償責任保険  当保育施設の責により起こった事故に対する保険  

傷害保険  園児が保育中の事故によって⾝体に負った怪我等に対する保険  

 

賠償責任保険  
保障  

項⽬ 

⽀払い限度額  

1 名につき 1 事故につき 保険期間中 

施設での怪我等 
⾝体 1 億  10 億  10 億  

財物  ―  1000 万  1000 万  

⽣産物（給⾷等）  
⾝体 5000 万  10 億  10 億  

財物  ―  1000 万  1000 万  

 

障害保険  1 名あたり ⽀払限度額  

死亡・後遺障害  50 万  1550 万  

⼊院保険⾦⽇額  1500 円  46500 円  

通院保険⾦⽇額  1000 円  31000 円  
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（１８）個⼈情報の取り扱い 

・個⼈情報、その他の機密情報を第三者に提供・開⽰・漏洩しません。保護者とは機

密保持の業務を遵守するための秘密保持を誓約する旨を⼊園契約書内に盛り込む。

個⼈情報等については、鍵付きのキャビネットで保管し特定の⼈間のみが鍵を 

保管する。  

・保育所児童保育要録は、退園後 6 年間保管する。  

ただし、連携施設への情報引き継ぎによる提供・開⽰は⾏い、事前に保護者へ  

承諾を頂く。  

 

（１９）虐待防⽌のための措置に関する事項 

虐待の疑いがある⾏為を⾒かけた場合、下記専⾨機関へ通報します。  

・流⼭市役所こども家庭課  家庭児童相談担当  

電話番号 04-7158-4144（平⽇ 9 時 00 分〜17 時 00 分） 

・千葉県柏児童相談所 

電話番号 04-7131-7175（平⽇ 9 時 00 分〜17 時 00 分） 

（補⾜）柏児童相談所は、千葉県が設置・運営している機関です。  

 

（２０）その他運営に関する重要事項 

・給⾷に関しては当社調理員が作ったものを提供します。（全園児、⼩⻨・⽜乳・鶏卵  

完全除去⾷を提供いたします） 

・設置者は過去に事業停⽌命令⼜は施設閉鎖命令を受けたことはありません。  

 


